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□ 育児休業中で申込の方（病気休暇中で、復帰を前提に申し込む場合を含む）

【記入項目Ａ（全員記入）】特に重要な事項です。

　プラス保育枠の定額預かり保育料と別におやつ代等の実費がかかる場合があります。

　就労等に必要な日と時間を把握するため、園で利用時間確認書等による確認があります。

　８時～１８時を超える時間は、別途延長保育料がかかります。

　長期休業期間は給食を提供している園が、長期休業中、給食を提供できない場合があります。取扱
いについては、園にご確認ください。

　入園式前の預かりについて、園によっては代替手段（認可外保育施設等の利用）による対応となる
場合があります。

　実施園ごとに教育方針や時間、取り決めなどが異なります。入園案内等をよく読み、こうした点に
ついて理解しました。

　プラス保育枠の利用には、施設等利用給付認定（新２号）の申請が必要です。別途幼稚園に申請を
行ってください。既に申請済の場合は、改めて申請する必要はありません。プラス保育枠の内定（利
用）後であっても、施設等利用給付認定（新２号）を受けられない場合は、内定（利用）取消となり
ます。

申
込

保
育
料

　プラス保育枠の内定（利用）後であっても、施設等利用給付認定（新２号）が取り消し（期間満
了）になった場合は、プラス保育枠も内定（利用）取消となります。

　利用は月単位で考えます。利用しなくなる場合は、あらかじめ園に相談してください。

確認項目

入
所
後

(
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　各確認項目をよく確認し、「□」にチェックし、保護者署名欄にご署名をお願いします。
●申込児童１名につき１枚ずつ記入してください。

　「こしがや「プラス保育」幼稚園リーフレット」及び「プラス保育枠利用の手引」を確認し、内容
を理解しました。

　虚偽の申込をした場合、費用の追加徴収だけでなく、以降のプラス保育枠の利用ができなくなるこ
とがあります。
　提出書類等で不明な点について、園又は市が職場やご家庭等に電話してお聞きする場合がありま
す。
　利用は月単位で考えます。月途中からの利用開始であっても、月初日からの利用申請を行ってくだ
さい。

　プラス保育枠利用中は、月６４時間以上の就労等を続けていることが必要です。
　３か月以上継続して預かり保育を利用する必要がある方が対象のため、短期間の利用(夏休みのみ
等)はできません。また、月によって利用する・しないを都度変えるような変更もできません。
　申請後、住所、家族構成、就労状況等に変更があった場合は、「認定内容変更届」を提出してくだ
さい。
　届出を怠ったり、遅れたりした場合は、プラス保育枠の利用を取り消す場合があります。
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　産前産後休暇や育児休業期間中は、プラス保育枠の対象外となります(利用する場合は園独自の料
金設定による利用)。年度途中に職場復帰したい場合、プラス保育枠の空き状況によっては、プラス
保育枠の利用を再開できない場合があります(園独自の料金設定による利用は可能です)。
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　育児休業中等の申込は、プラス保育枠の利用を開始した月の翌月１４日までに職場に復帰することを前提と
しています。
　利用を開始した月の翌月末までに、育児休業の終了が明記された復職証明書を園に提出してください。

　プラス保育枠には定員があります。定員を超える場合、園の基準で園による選考があり、結果とし
て利用ができない回答となる場合があります。
　プラス保育枠の利用は、越谷市に住所がある方のみが対象です。越谷市外に住所が移った場合、対
象外となります(園独自の料金設定による利用が可能です)。
　プラス保育枠の定額預かり保育料は、基本型、機能強化型ともに450円／日ですが、施設等利用給
付により、自己負担が0円になります。

【記入項目Ｂ】該当する場合、「□」にチェックし、記入してください。

利
用
中
止

　退職等をした場合、退職等をした月の翌々月１５日までに就労証明書等を園に提出してください。
提出できない場合、プラス保育枠の利用を取り消します。

　創立記念日や行事等の振替休日については、プラス保育枠でも休園となり、利用できません。
　また、基本型の園の場合、長期休業期間に休園日があり、利用できない日があります。
（具体的には、各園にご確認いただくか、冊子「保育施設ガイド」をご確認ください。）

　プラス保育枠で定額預かり保育ができる日と時間は、就労等で必要な日と時間(原則として勤務時
間＋通勤時間)のみです。
　就労等以外で預かり保育が必要な場合は、園に申し出ます(原則として別料金となります)。

　プラス保育枠の利用をやめる場合は、「プラス保育枠利用中止届」を提出します。

　利用開始に当たり、お子さんが慣れる期間として、慣れ保育があります。慣れ保育期間中は、通常
の預かり時間より短い預かりとなります。

　プラス保育枠の定額預かり保育料のほか、別途、入園金など入園時の初期費用や進級時の費用、保
育料・教材費など毎月かかる費用等がかかります。


